
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

 当社グループは、以下のミッションステートメントに定める企業倫理と遵法の精神に基づき、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の 
向上により、環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指しております。 
 
【ミッションステートメント】 
〔使命〕 
 大塚商会は多くの企業に、情報・通信技術の革新によってもたらされる新しい事業機会や経営改善の手段を具体的な形で提供し、企業活動全 
般にわたってサポートします。 
 そして、各企業の成長を支援し、わが国のさらなる発展と心豊かな社会の創造に貢献しつづけます。 
〔目標〕 
 ●社会から信頼され、支持される企業グループとなる。 
 ●従業員の成長や自己実現を支援する企業グループとなる。 
 ●自然や社会とやさしく共存共栄する先進的な企業グループとなる。 
 ●常に時代にマッチしたビジネスモデルを創出しつづける企業グループとなる。 
〔行動指針〕 
 ●常にお客様の目線で考え、お互いに協力して行動する。 
 ●先達のチャレンジ精神を継承し、自ら考え、進んで行動する。 
 ●法を遵守し、社会のルールに則して行動する。  

２．資本構成 

【大株主の状況】 

補足説明 

―――  

３．企業属性 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE OTSUKACORPORATION

最終更新日：2012年4月17日

株式会社大塚商会
代表取締役社長 大塚裕司

問合せ先：経営計画室 03-3264-7111
証券コード：4768

http://www.otsuka-shokai.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
大塚装備株式会社 9,788,330 30.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,633,300 5.15

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,231,700 3.88

大塚商会社員持株会 1,138,820 3.59

大塚 裕司 946,980 2.99

大塚 厚志 945,950 2.98

大塚 実 945,490 2.98

大塚 照恵 645,500 2.03

サジャップ 533,000 1.68

シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー 354,900 1.12

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

該当事項はありません。  

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

 内部監査については、社長直轄の監査室を設置しており、当社グループ全体を対象に、業務活動の全般に関して、方針・計画・手続の妥当性や 
業務実施の有効性、法令の遵守等について、定期・随時に内部監査を実施し、業務改善や意識改善のための具体的な助言・勧告を行っておりま 
す。 
 監査役監査については、監査役会が監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、取締 
役、監査室等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職 
務の執行状況について報告を受け、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、内部統制システムの状況 
を監視及び検証しております。 
 監査役と監査室の連携状況は、月１回、定期的に会合を開催し、監査計画、監査実施状況、業務執行状況等に関する情報交換を行い、必要に 
応じて対処しております。 
 監査役と会計監査人の連携状況は、適宜会合を開催し、監査計画、監査実施状況、指摘事項の改善状況の確認、取締役の行為の適法性の確 
認等に関する情報交換を行い、必要に応じて対処しております。  

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 19 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任していない

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
牧野 二郎 弁護士          

杉山 幹夫 公認会計士          

仲井 一彦 公認会計士    ○      

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他



【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

 当社はストックオプション制度は採用しておりません。取締役の賞与は、営業利益達成率と役員個人の業績貢献度を元に決定しております。こ 
れにより、業績に対するインセンティブは実質的に機能しております。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

 役員ごとの連結報酬等の総額等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。  

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

牧野 二郎 ○ ―――

牧野二郎氏は、弁護士としての識見と経験を 
有し、企業法務の実務に長年にわたり携わっ 
ており、当社の社外監査役としての役割を十分 
に果たしているものと判断します。また同氏と 
当社との間には特別の利害関係はありませ 
ん。同氏は取締役によるコントロールを受けて 
おらず、少数株主の立場を理解し、公平、公正 
な立場に立った監査を実施しており、当社は同 
氏を「一般株主と利益相反が生じるおそれのな 
い者」であると判断し、独立役員として指定して 
おります。なお、一般株主との利益相反に関す 
る各項目への該当はありません。

杉山 幹夫 ○ ―――

杉山幹夫氏は、公認会計士としての識見と経 
験を有し、企業会計の実務に長年にわたり携 
わっており、当社の社外監査役としての役割を 
十分に果たしているものと判断します。また同 
氏と当社との間には特別の利害関係はありま 
せん。同氏は取締役によるコントロールを受け 
ておらず、少数株主の立場を理解し、公平、公 
正な立場に立った監査を実施しており、当社は 
同氏を「一般株主と利益相反が生じるおそれの 
ない者」であると判断し、独立役員として指定し 
ております。なお、一般株主との利益相反に関 
する各項目への該当はありません。

仲井 一彦 ○ ―――

仲井一彦氏は、公認会計士としての識見と経 
験を有し、企業会計の実務に長年にわたり携 
わっており、当社の社外監査役としての役割を 
十分に果たせるものと判断します。また同氏と 
当社との間には特別の利害関係はありませ 
ん。同氏は取締役によるコントロールを受け 
ず、少数株主の立場を理解し、公平、公正な立 
場に立った監査の実施が可能であり、当社は 
同氏を「一般株主と利益相反が生じるおそれの 
ない者」であると判断し、独立役員として指定し 
ております。なお、一般株主との利益相反に関 
する各項目への該当はありません。

独立役員の人数 3 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

ストックオプションの付与対象者

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

 当社の役員の報酬等は、取締役については基本報酬、賞与および退職慰労金により構成され、それぞれの決定方針は以下の通りであります。 
基本報酬は、株主総会にて決議された総額の範囲内において、使用人の最高位の年収を基礎とし、その職位毎に役割の大きさに応じて決定する 
固定報酬としております。賞与は、経営に対する貢献度に連動させるため、営業利益達成率と役員個人の業績貢献度を元に決定しております。 
また、監査役報酬については、株主総会にて決議された総額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。退職慰労金は、原則 
常勤役員に対して役位毎に年間基本額を設定しており、会社及び個人業績を加減した金額を退任時に支払うことにしております。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

 社外監査役のサポートは、コンプライアンス室が担当しております。取締役会及び監査役会の開催に際しては、資料を事前に配付し、判断の助 
成を行っております。この他、当社の事業運営全般に関して、随時情報を伝達しております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

○企業統治の体制 
 当社は会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置しております。 
 取締役会は、毎月１回定時開催し、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の 
執行を監督しております。また、執行役員制度を導入することにより、取締役会で選任された執行役員が業務執行機能を担い、取締役会及び監 
査役が業務執行の監督機能を担うことで、執行と監督の分離を図り、業務執行の意思決定の迅速化及び取締役会の監督機能の強化を図ってお 
ります。 
 監査役会は、社外監査役３名を含む４名の監査役で構成しております。取締役会等、重要な会議体へ出席して適宜助言・勧告を行い、経営の 
適正な監視及び取締役の職務執行を厳正に監査しております。 
 さらに、グループ企業の経営トップ（特別執行役員）で構成される「グループ経営者会議」を開催し、各社の経営状況や利益計画の進捗を把握す 
るとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 
 
○会計監査の状況 
 （2011年12月期） 
 当社は、会計監査を担当する会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。 
 当期において業務執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。 
新日本有限責任監査法人 
 指定有限責任社員 業務執行社員 秋山 賢一 
 指定有限責任社員 業務執行社員 坂田 純孝 
 指定有限責任社員 業務執行社員 向井 誠 
会計監査業務に係る補助者の人数 
 公認会計士 14名 
 その他 11名 
 ※継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

 

 当社の事業領域は多岐にわたっており、これらの領域を理解し、またＩＴ産業に精通していることが重要であるため、社外取締役を主体としたガ 
バナンス体制は適していないと判断しており、監査役制度を採用しております。現時点では社外取締役は存在しませんが、当社は社外監査役3名 
を独立役員として指定しております。社外監査役は取締役会にも出席し、識見及び経験を活かした意見を積極的に表明しており、これにより取締 
役会の判断には実質的な牽制が働いております。社外取締役については、適切な候補者の選定に今後も努めてまいります。  



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 第51回定時株主総会 招集通知発送日：2012年3月6日 開催日2012年3月28日

電磁的方法による議決権の行使 パソコンまたは携帯電話を利用したインターネットによる議決権行使が可能 

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム（運営：株式会社ＩＣＪ）へ参加

その他 株主総会招集通知、株主総会決議通知をホームページに掲載

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 概ね年１回、個人投資家向けイベントに参加 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

通期決算及び第2四半期決算の発表後、決算説明会を開催 あり

IR資料のホームページ掲載
http://www.otsuka-shokai.co.jp/ir/ 主な掲載コンテンツ：適時開示情報等、 
有価証券報告書等、決算短信、決算説明資料、決算説明会動画配信、大塚 
商会だより、アニュアルレポート等

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署名：経営計画室、IR担当役員：代表取締役社長 大塚裕司、IR事 
務連絡責任者：取締役兼常務執行役員 経営管理本部長 若松康博

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

当社「ミッションステートメント」において、社会、顧客、従業員との関係について記述

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 当社CSR・社会貢献・環境活動ホームページhttp://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/csr/に 
詳細を記載。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社IR情報ホームページに「情報開示の基本方針」を記載



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

○内部統制システムの基本方針 
 
（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
 ミッションステートメントをコンプライアンス体制の基礎として、取締役はその遵守及び推進に率先垂範して取り組む。 
 取締役及び使用人は、継続的なコンプライアンス教育による意識改善、内部監査による業務改善、内部通報制度の適切な活用等を通じてコン 
プライアンス体制の向上を図り、職務執行の法令及び定款への適合を確保することに努める。 
 
（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 取締役の職務執行に係る情報（文書または電磁的記録）及びその他の重要な情報を、法令及び社内規程に基づき、適切に保存、管理する。 
 
（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 社内規程に則してリスク管理体制の整備を進め、経営成績、財政状態等に影響を及ぼすリスクを識別、分析及び評価し、適切な対応を行う。 
 不測の事態が生じた場合には、対策本部を設置し、リスク情報を集約し、迅速かつ適切な対応策を講じる。 
 
（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 取締役会は、原則月1回開催し、経営に関する重要事項について、審議、決議及び業務執行状況の監督を行う。また、意思決定の妥当性を高 
めるための会議体についてその開催及び付議基準を明確化し、業務執行の詳細を「職務権限規程」及び「職務分掌規程」に定め、効率性を高め 
るものとする。 
 
（５）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 グループ企業は、ミッションステートメントに則した業務執行により、自浄作用を機能させることで業務の適正を確保する。 
 「グループ経営者会議」の開催で、各グループ企業の経営状況や利益計画の進捗を把握するとともに、「特別執行役員制度」により各グループ 
企業のコーポレートガバナンスの強化に努めるものとする。 
 
（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に 
関する事項 
 監査役からその職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合は、監査役と協議のうえ適切な体制を構築する。 
 当該使用人への人事権に係る事項の決定については、監査役の事前の同意を得ることにより取締役からの独立性を確保する。 
 
（７）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関する体制 
 監査役が取締役及び使用人から業務執行の状況について報告を受けることができる体制を整備するとともに、監査を実施する社内各部署との 
協調・連携を強化する。 
 
（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
 代表取締役は、監査役と適宜意見交換を行うこととする。 
 内部監査室は監査役と緊密な連係を保ち、監査役の要請に応じて調査を行うこととする。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

（１）基本的な考え方 
 当社は、ミッションステートメント及びコンプライアンス規程において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態 
度で臨み、一切関係を持たないことを規定しております。 
 
（２）整備状況 
 当社は、ミッションステートメント及びコンプライアンスマニュアルにおいて、反社会的勢力に対する行動指針を示すとともに、コンプライアンス室 
と人事総務部を対応部署としております。 
 また、顧問弁護士や警察及び公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部機関と連携して社内体制の整備と情報収集を行う 
とともに、社員への行動指針の周知徹底を図っております。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

該当事項はありません。  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

○コーポレート・ガバナンスに関して今後取り組むべき施策 
 ・執行と監督のさらなる分離の推進 
 ・グループ会社を含めたコーポレート・ガバナンスのさらなる強化 
 
 
○適時開示体制の概要 
 
 当社における適時開示は、経営計画室を専任部署とし、コンプライアンス室、経理部、人事総務部、社長室が連携した以下の体制により実施し 
ております。 
 
（１）会社情報の収集 
 当社及びグループ各社における、投資判断に影響を与える重要な会社情報（決定事実、発生事実、決算情報）及び各種の会社情報は、社内関 
係部署及びグループ各社から、情報の種類に応じて、経営計画室、コンプライアンス室、経理部、人事総務部、社長室が各々収集する体制として 
おります。 
 また、社長直轄の監査室による定期、随時の業務監査に加えて、内部通報制度を導入し、不正及び不祥事の発生予防と早期発見に努めており 
ます。 
 
（２）開示要否の判定及び開示内容の検討 
 収集した会社情報について、経営計画室を中心に、コンプライアンス室、経理部（財務担当を含む）、人事総務部、社長室（広報担当を含む）が、 
有価証券上場規程に則り、適時開示の要否を相互に確認し、情報取扱責任者が判定しております。 
 適時開示を要すると判断された重要な会社情報については、外部への開示案を作成し取締役会での決議又は承認を受けて、情報取扱責任者 
が開示しております。 

買収防衛策の導入の有無 なし



【 参考資料：模式図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会、株主、投資家、顧客、取引先、従業員等のステークホルダー 

監査役会 

（監査役 4名） 

（内社外監査役 3名） 
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（内執行役員兼務 11 名） 
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